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一括受ガスの概要

 一括受ガスとは、施設の管理事業者等が、小売供給契約上の需要家としてガスを一括して調達
し、調達したガスを最終的な使用者へ受け渡す行為をさす（注）。
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ガ
ス
小
売

事
業
者
①

小売供給
需要家A

需要家B

需要家C

需要家D

ガ
ス
小
売

事
業
者
②

施設

小売供給契約の主体は最終需要家 小売供給契約の主体は管理事業者等

小売供給
による調達

需要家A
管
理
事
業
者
等

需要家B

需要家C

需要家D

ガ
ス
小
売

事
業
者
①

受渡し

ガ
ス
小
売

事
業
者
②

施設

（注）施設共用部にガス消費機器があり、管理事業者自身が当該機器で消費するガスの「最終的な使用者」になる場合と、管理事業者自身で消
費するガスがない場合があるが、いずれの場合も施設各戸の居住者等が消費する全てのガスを管理事業者が購入し、これを各戸の居住者等
に受け渡す行為を伴う。
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一括受ガスに関するガス小売全面自由化前の議論

 ガス小売全面自由化前の時点では、ガスシステム改革小委員会において、保安、受ガス実態、ス
イッチング選択肢等の観点を踏まえ、一括受ガスの許容はしないと整理された。

＜第30回ガスシステム改革小委員会（2016年3月31日）資料4の整理概要＞

マンション一括受ガスは下記の整理により許容しないこととされた。

●低圧導管でガスが引き込まれるマンション
 仮に一括受ガス事業者が存在しても、当該者が何らかの設備の保有・管理を行っている訳ではないことが多く、それ故に、ガスの

供給を受けているという実態（受ガス実態）がない場合も想定される。
 受ガス実態がない場合のガスの受渡し行為は、電気における許容されないビジネスモデルと同様であり、許容されない。

●高中圧導管でガスが引き込まれ、一括受ガス事業者が敷地内の変圧器で変圧するマンション

理由１：保安（マイコンメーターの設置）
 マンション各戸の取引用ガスメーターは、法令上、異常時における遮断機能を有したマイコンメーターとされている。
 法令上、一括受ガス事業者にはマイコンメーターを設置する義務はない。
 仮にマイコンメーターが設置されたとしても、当該マイコンメーターにガス事業法上の保安規制を及ぼすことができない。
 一括受ガスを許容した場合、現行制度下では、需要家の安全を制度的措置をもって担保できない。

理由２：受ガス実態
 一括受ガス事業者が保有する変圧器については、一般ガス導管事業者に保安義務がある。すなわち、変圧器の実質的な維

持・管理は、一括受ガス事業者でなく一般ガス導管事業者が行っている。
 一括受ガス事業者に受ガス実態があるとは言い難い。

理由３：スイッチング選択肢
 ガスの小売全面自由化後において、仮に一括受ガスを容認した場合、マンション各戸の需要家がガスの供給者を選択する際に、

一定の制約を受けることも想定される。（電気の一括受電は、小売全面自由化前から行われているビジネスモデルであり、ガスと
は事情が異なる点に留意が必要。）

また、将来的に許容するための制度改正を行うか否かについては、小売全面自由化後の需要家ニーズも踏まえつつ、引き続き検討す
べき課題として整理された。
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（参考）第30回ガスシステム改革小委員会（2016年3月31日）資料4より、一括受ガスに関する整理を抜粋 1/3
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（参考）第30回ガスシステム改革小委員会（2016年3月31日）資料4より、一括受ガスに関する整理を抜粋 2/3
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（参考）第30回ガスシステム改革小委員会（2016年3月31日）資料4より、一括受ガスに関する整理を抜粋 3/3
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一括受ガスに関するガス小売全面自由化後の議論①

 ガス小売全面自由化後、一括受電事業者が同様の販売手法により多数のガス需要を効率的に
獲得できるようになる等の理由から、競争の活性化のために一括受ガスの実現に向けた検討を進
めるよう、新規ガス小売事業者からの意見が寄せられた。

第24回制度設計専門会合（2017年11月28日）資料3-1
東京電力エナジーパートナー・中部電力・関西電力提出資料より、一括受ガスに関する意見を抜粋
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一括受ガスに関するガス小売全面自由化後の議論②

 2018年、規制改革推進会議投資等WGにおいて、一括受ガス容認に関し議論があった結果、
規制改革実施計画で、一括受ガスについて平成30年度に検討し、結論を得て、必要に応じて速
やかに措置を講ずることとされた。

 同WGでは、LP販売事業者が顧客住宅の配管を所有し、住民との継続的な取引を確保する慣
行（いわゆる無償配管）が都市ガス業界に広まることや、消費者選択や保安の観点を懸念する
意見も提出されていた。

＜規制改革実施計画（2018年6月15日 閣議決定）＞

●事項名
No.32 ガス小売市場における競争促進（一括受ガスによる小売間競争の促進）

●規制改革の内容
一括受ガスの容認その他消費者の利益を最大限実現するための措置について検討し、結論を得て、必要に応じて措
置を講ずる。その際、消費者の利益や託送料金負担の公平性に十分配慮しつつ、一括受電の事業実態を確認しな
がら、消費者代表や専門家、新規参入が見込まれる事業者など幅広い関係者から意見を聴取する。

●実施時期
平成30年度検討・結論、結論を得次第必要に応じて速やかに措置
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本WGにおける一括受ガスの論点例

①価格競争促進効果
一括受ガスに期待する価格競争促進効果は、どの程度働くと見込まれるか。

②スイッチング選択肢
全面自由化後のガス小売市場において、一括受ガスに伴い、本来最終使用者が保持すべきスイッ
チングの選択肢が制約されることについてどのように考えるべきか。

③需要家保護
一括受ガスでは、ガスの最終使用者が小売供給契約の主体でなくなるため、ガス事業法に定める
需要家保護が最終使用者に及ぼせなくなることをどのように考えるべきか。

④保安水準と受ガス実態
現行の一般ガス導管事業者が負うこととされている保安責任を前提に、一括受ガスにおける保安水
準が維持できるか、管理者等を需要家とみなせるのか（いわゆる受ガス実態の有無）といった論点
について、どのように考えるべきか。

 一括受ガス解禁を求める声が存在する状況を踏まえ、本WGにおいて一括受ガスについて御議論
いただきたい。

 議論の際には、例えば下記のような論点について議論を深めてはどうか。
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論点例① 価格競争促進効果

 電力・ガス取引監視等委員会の制度設計専門会合では新規参入者から、規制改革推進会議投資等WG
では有識者から、一括受ガスによるガス販売への参入促進を図るべきとの指摘があった。

 高圧一括受電では、一括受電事業者が受変電設備の設置コスト・保安義務を負い、低圧よりも割安な高圧
託送料金が適用される点が事業性の源の一つである。

 こうした観点も踏まえつつ、一括受ガスに期待する価格競争促進効果は、どの程度働くと見込まれるか。

一般送配電 マンション管理者等
事業者 （一括受電事業者）

一括受電マンションの電力供給例

敷地外 敷地内

M M

M

M

高圧
受変電設備

各戸の
メーター

責任分界点
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論点例② スイッチング選択肢

 一括受ガスの議論において参照されることの多い一括受電は、下記のような特徴を持つ。
 最終使用者は小売供給契約の当事者でない。
 一括受電事業者が設置する受変電設備等のコスト回収を行うため、一括受電サービスは10-
15年程度の長期契約となることが一般的である。このため、最終使用者のスイッチングに対して、
契約上の制約がかかることとなる。

 一括受電事業者以外の電力小売事業者からは、一括受電の物件にはスイッチ提案ができないと
の指摘がある。

 自由化されたガス小売市場では、新たな小売料金メニューの登場等により最終需要家がスイッチ
ングを希望する可能性がある。

 これらの観点を踏まえ、現行のガス小売市場において、一括受ガスに伴い、本来最終使用者が保
持すべきスイッチングの選択肢が制約されることについてどのように考えるべきか。

高圧一括受電サービスの利用規約イメージ（一括受電事業者と最終使用者間の契約）

（高圧一括受電サービス利用規約）
本サービスは、本件建物内の全ての電気の利用について、当社と契約し利用するサービスであり、個別に小売電気事業者からの電気
の供給は受けられません。

（マンション管理規約）
当該契約期間は、契約が成立した日から、対象物件の最先引渡し日から１０年目が経過した日までとなること。但し、期間満了の
６ヶ月前までに管理組合又は〇〇会社のいずれからも更新しない旨の意思表示がない場合は、更に３年間の自動更新となり、以降
も同様の取り扱いとなること。
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論点例③ 需要家保護

 ガス小売事業者は、ガス事業法に基づき需要家保護（供給条件説明等、契約締結後書面交
付、苦情等処理）に係る義務を負っている。

 一括受ガスでは、ガスの最終使用者が小売供給契約の主体でなくなるため、ガス事業法に定める
需要家保護が最終使用者に及ぼせなくなることをどのように考えるべきか。

＜ガス小売事業者が負う主な需要家保護義務＞

○ガス事業法

（供給条件の説明等）
第十四条 ガス小売事業者及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約（以下「小売供給契約」という。）の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業と
して行う者（以下「ガス小売事業者等」という。）は、小売供給を受けようとする者（ガス事業者である者を除く。以下この条において同じ。）と小売供給
契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件に
ついて、その者に説明しなければならない。

２ ガス小売事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に
係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

３ （略）

（書面の交付）
第十五条 ガス小売事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき（小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、
当該媒介により小売供給契約が成立したとき）は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交
付しなければならない。
一～三 （略）

２ （略）

（苦情等の処理）
第十六条 ガス小売事業者は、当該ガス小売事業者の小売供給の業務の方法又は当該ガス小売事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件
についての小売供給の相手方（当該ガス小売事業者から小売供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。）からの苦情及び問合せにつ
いては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
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論点例④ 保安水準と受ガス実態

 一般ガス導管事業者は、各戸のガス栓までの保安責任を負い、ガス工作物の維持・管理を実施する義務を
負っている。当該整理は、一般ガス導管事業者が一元的に内管の保安責任を負うことで下記の利点が得ら
れるとの議論を踏まえたもの。

 一般ガス導管事業者による保安業務・災害時対応の迅速かつ効率的な実施による、保安水準の維持。
 ガスのノウハウを有しない者が、ガス小売事業へ容易に参入できるようにすることを通じて、競争活性化を図
ることができるようになること。

 現行の保安責任の整理では、一括受電における一括受電事業者のように、ガスを使用している需要家とみな
すことができる（受ガス実態を有する）主体は存在しない。

 現行の一般ガス導管事業者が負うこととされている保安責任を前提に、一括受ガスにおける保安水準が維持
できるか、管理者等を需要家とみなせるのか（いわゆる受ガス実態の有無）といった論点について、どのように
考えるべきか。

内管保安の責任区分

（注１）ガス用品については、別途製造・輸入事業者
に対する規制あり。

（注２）ガス小売事業者も、需要家との連絡窓口に
なるなど、連携・協力する。
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（参考）第21回規制改革推進会議投資等WG（2018年4月13日）資料1-2より抜粋 1/2
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（参考）第21回規制改革推進会議投資等WG（2018年4月13日）資料1-2より抜粋 2/2


